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家
を
建
て
た
り
、

 

壊
し
た
り
し
た
と
き
は

　
家
を
建
て
た
り
、
取
り
壊
し

た
り
し
た
と
き
は
、
届
け
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
、
固
定
資
産（
土
地
・

家
屋
・
償
却
資
産
）の
所
有
者

に
１
年
分
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
家
屋
の
新
築
・
増
築
な
ど
に

つ
い
て
は
、
登
記
情
報
な
ど
に

よ
り
確
認
を
し
て
い
ま
す
が
、

物
置
な
ど
の
小
規
模
な
家
屋

に
つ
い
て
も
調
査
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
家
屋
を
建
て
た
と
き

は
、
電
話
な
ど
で
ご
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は

「
家
屋
取
壊
届
書
」の
提
出
と
現

地
確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

１
月
１
日
現
在
の
状
況
で
固

定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
の

で
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

は
、
早
め
に
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

問
税
務
課

☎
７
２-

６
９
３
２

個
人
事
業
税（
第
２
期
分
）

の
納
期
の
お
知
ら
せ

　
個
人
事
業
税
と
は
、
事
業
を
営

ん
で
い
る
個
人
に
課
税
さ
れ
る
県

の
税
金
で
す
。
今
年
度
の
第
２
期

分
の
納
期
限
は
12
月
２
日
㊊
で

■納め忘れのないように、
　ご確認ください。
■納期内納入にご協力を
　お願いします。

町税等納期のご案内

納期限　

12月    2日㊊

国民健康保険税

介 護 保 険 料

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料

（５期）

（４期）

（４期）

の
加
入
手
続
は
お
済
み
で
す
か
。

　
11
月
は「
労
働
保
険
適
用
促
進

強
化
期
間
」で
す
。

　
正
社
員
・
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
な
ど
、
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら

ず
、
一
人
で
も
労
働
者
を
雇
っ
て

い
る
事
業
主
は
、
労
働
保
険（
労

災
保
険
、
雇
用
保
険
）に
加
入
す

る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　問
福
島
労
働
局
総
務
部

　
　
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
２
４-

５
３
６-

４
６
０
７

問
郡
山
労
働
基
準
監
督
署

☎
０
２
４-

９
２
２-

１
３
７
０

問
郡
山
公
共
職
業
安
定
所

　
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
郡
山

☎
０
２
４-

９
４
２-

８
６
０
９

 

標
準
営
業
約
款
制
度

（
Ｓ
マ
ー
ク
）を

ご
存
知
で
す
か

　
標
準
営
業
約
款
制
度
は
、
法

律
で
定
め
ら
れ
た
消
費
者（
利
用

者
）擁
護
に
資
す
る
た
め
の
制
度

で
す
。
厚
生
労
働
大
臣
認
可
の
約

款
に
従
っ
て
営
業
す
る
こ
と
を
登

録
し
た「
理
容
店
」「
美
容
店
」「
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
店
」「
め
ん
類
飲
食

店
」「
一
般
飲
食
店
」で
は
、
店
頭

に
Ｓ
マ
ー
ク
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　
登
録
店
は
、
安
全
・
清
潔
・
安
心

を
約
束
す
る
信
頼
で
き
る
お
店
で
す
。

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問（
公
財
）福
島
県
生
活
衛
生

　
　
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
４-

５
２
２-

４
０
８
５

　
東
北
地
区
国
立
大
学
法
人
等

職
員
業
務
説
明
会

　　
今
後
就
職
活
動
を
行
う
皆
さ
ん

に
国
立
大
学
法
人
等
職
員
の
仕
事

内
容
や
そ
の
魅
力
を
知
っ
て
い
た

だ
く
た
め
、
職
員
業
務
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

　
入
退
場
は
自
由
で
ど
な
た
で
も

参
加
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く

す
。
県
中
地
方
振
興
局
県
税
部
か

ら
送
付
さ
れ
る
納
税
通
知
書
に
よ

り
、
納
期
限
ま
で
に
最
寄
り
の
金

融
機
関
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付

も
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
新
た
に
口
座
振
替
を

申
し
込
ま
れ
た
場
合
は
、
来
年
度

か
ら
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

問
県
中
地
方
振
興
局
県
税
部

　
課
税
第
一
課
事
業
税
チ
ー
ム

☎
０
２
４-
９
３
５-

１
２
５
１

 

労
働
保
険
適
用
促
進

 

強
化
期
間

　
事
業
主
の
皆
さ
ん
、
労
働
保
険
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